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標準化活動の戦略的な
推進に係る取り組み

　標準化の目的は，1）用語，単位，図記号の統一，消費者保護等の「社会イ
ンフラの整備」と，2）「産業の競争力の強化」の二つに大別されます。本稿で
は，後者の「産業競争力の強化」の観点から，標準化の役割とその重要性の高
まり，標準化戦略と知財戦略の関係と，経済産業省における標準化活動の戦
略的な推進に係る取り組みについて紹介します。

図1　標準化の3形態と知財，技術の所有形態
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■公的な機関で明文化され公開された手続きによって作成された標準。

■実質標準，“de facto”はラテン語の「事実上の」の意
■実質的に国際市場で採用しているいわゆる「世界標準」。
　法的根拠はないが市場での競争力で勝ち抜いた標準。

■関心のある企業などが集まって結成された“フォーラム”が中心となって作成された標準。
■公的ではないが，“デジュール標準”のような開かれた手続きを持つ。
　特に，先端技術分野の標準を作成する場合によく利用される。
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【特別記事（寄稿）】

特集　鉄道の国際規格

　この結果，自国の標準が国際標準と

なった場合，仕様を変更せずに製造，

販売がグローバルに継続できることに

なります。逆に，自国の標準が国際標

準に採用されなかった場合，仕様変更

が必要になり，開発，設計，製造，営

業，技術資料等あらゆるところで二重

投資が必要となることになります。し

たがって，グローバル市場で販路を拡

標準化の役割
　標準化は，従来，機器や部品の大き

さ（ねじのサイズなど）や共通の計測

方法など効率的な生産・流通を図る

ルールとしての役割を担っていました

が，近年，デジタル化やネットワーク

化の進展および技術や生産構造の複雑

化等を背景に，事業戦略に大きな影響

を与えるものと考えられるようになっ
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大してゆくためには，国際標準に適合

した商品を製造・販売するだけでなく，

自ら国際標準の制定を進める必要があ

ります。

　なお，標準化には，①市場が拡大し，

②標準化部分の価格が低下する，③製

品を共通化できる，④技術移転が容

易となる，などのメリットがある反

面，他社の参入が容易となるというデ

てきました。また，鉄道やスマー

トグリッドなどのインフラ技術，

エネルギーマネジメントや事業

継続マネジメントなどの管理手

法と，市場の獲得や企業経営を

左右する領域まで標準化の対象

は広がっています。

　その背景として，1995年の

WTO/TBT協定批准により，国

内規格をISO/IECなどの国際

標準に基づいて作成することが

義務付けられたこと，さらには

1996年にWTO政府調達協定に

おいて，政府等の調達基準が国

際規格を基礎とすることを義務

づけられたことがあります。
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図2　コア技術とオープン・クローズ戦略

図3　標準と知的財産の戦略パターン
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メリットもあります。ビジネスモデル

やサプライチェーンでのポジションの

違いによって，標準化が市場のプレー

ヤーそれぞれに異なった影響を与える

ため，今日では，自社の領域をクロー

ズにした上でどこをオープン領域とし

て標準化するかといった戦略的な標準

化が重要となってきています。

標準化の種類
　標準の種類は，標準化の過程によっ

て，「デジュール標準」，「フォーラム

標準」（コンソーシアム標準と言われ

ることもあります），「デファクト標準」

に分けられます（図1）。デジュール標

準とフォーラム標準については，関係

者による合意形成（コンセンサス）と

いう過程を経るために「コンセンサス

標準」とも呼ばれます。

　デジュール標準は，国内規格の例と

してJIS（日本工業規格）やJAS（日本

農林規格），国際規格の例としてISO（国

際標準化機構），IEC（国際電気標準会

議），ITU（国際電気通信連合）等があ

ります。コンセンサス方式であること

等から標準制定まで一定の時間を要

しますが，WTO政府調達協定により，

特に公共調達ではデジュール国際標準

を獲得することが重要となっています。

標準化戦略と知財戦略
　標準化戦略と知財戦略とは，企業内

の事業戦略にとって有力なツールです

が，従来日本では各々独立した手段で

あると考えられてきました。標準化は

技術を普及させる手段として捉えられ

る一方，知的財産権の活用は，技術の

独占によって自社の競争力を高める手

段として捉えられてきたのです。

　しかしながら，近年，情報技術分野

をはじめとして特許技術が標準に必須

のものとして含まれる例が増え，欧米

を中心として，こうした標準必須特許

（ある標準に特許が含まれており，当

該標準を利用する際に実施が不可欠と

なる特許）に関する大きな知財係争が

起こってきました。また，グローバ

ル市場での競争優位を確保するための

オープン・クローズ戦略（図2）の重要

性が認識され，その戦略ツールとして，

標準化と知財への的確な対応が必須と

なってきています。このような状況下，

標準と特許はもはや独立した手段では

なく，両者を組み合わせた戦略が有力

なビジネスツールになると考えるべき

です。当省では標準と特許が競争関係

に影響している多くの事例の分析に基

づき，標準と知的財産の戦略パターン

を図3のようにタイプ分けしています。

　オープン・クローズ戦略として自社

の知的財産のうち，どの部分を他者

に公開または使用許諾し（協調領域の

オープン化），どの部分を秘匿化また

は独占実施する（競争領域のクローズ

化）か，また標準と特許の戦略パター

ンのいずれを用いるべきかの判断は極

めて難しいものとなります。技術自体

の特性に加えて，企業のビジネスモデ

ルや事業環境に依存するほか，タイミ

ングやサプライチェーン上のポジショ

ンの影響も受けます。いずれにせよ，

自社の差別化の源泉となるコア領域が

クローズとなるよう，標準化領域の設

定を主導することが，戦略的な標準化

の要諦であると考えられます。経済産
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図4　我が国のISO及びIEC国際標準提案件数の推移 図5　各国のISO及びIEC国際幹事引受件数の推移

図6　国際標準化特定戦略分野
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1 先端医療（iPS細胞，ゲノム，先端医療機器）
【担当府省】内閣府，文部科学省，厚生労働省，経済産業省

2 水
【担当府省】厚生労働省，経済産業省，国土交通省，環境省

3 次世代自動車
【担当府省】経済産業省，国土交通省

4 鉄道
【担当府省】経済産業省，国土交通省

5 エネルギーマネジメント（スマートグリッド，創エネ・省エネ技術，蓄電池）
【担当府省】総務省，経済産業省

6 コンテンツメディア（クラウド，3D，デジタルサイネージ，次世代ブラウザ）
【担当府省】総務省，経済産業省

7 ロボット
【担当府省】厚生労働省，経済産業省

業省においても，標準化と知財の活用

事例を収集分析していますので，これ

らについて定期的に関係者間で共有し

たいと考えています。

標準化活動の戦略的な推進
　上記のような国際標準の重要性の高

まりに合わせ，我が国の国際標準化活

動は右肩上がりに活発化されていきま

したが，ISO及びIECへの我が国から

の国際標準提案件数，我が国のTC及

びSCの国際幹事引受件数は，我が国

の技術力に比して，かつ，欧米諸国と

比して十分ではありませんでした。こ

のため，2006年11月に当時の甘利経

済産業大臣のイニシアティブの下で，

国際標準化戦略目標について官民で合

意し，我が国の国際標準化活動を抜本

的に強化することとしました。その国

際標準化戦略目標は次のとおりです。

【国際標準化戦略目標】

2015年までに欧米諸国に比肩しうる

よう，国際標準化を戦略的に実施。

○国際標準の提案件数の倍増

○欧米並みの幹事国引受件数の実現

　官民で我が国の国際標準化活動を強

化した結果，国際標準提案件数につい

ては，ほぼ倍増を達成し（図4），また

幹事国引受数では，ほぼ英仏並みとな

りました（図5）。

　2010年には，政府知的財産推進戦

略の中で，今後世界的な成長が期待さ

れる産業分野を選定し（国際標準化特

定戦略分野），7分野についての国際

標準化を政府全体で戦略的に進めるこ

ととし，鉄道もその一分野となってい

ます（図6）。

　また，2014年6月に策定された「日

本再興戦略改定2014」においても，国

際標準化に向けた取組の強化を，『世

界最高の知財立国』を目指す取組の一

環として「特許権と営業・技術秘密，

国際標準化を適切に使い分け，事業価

値の最大化や国際的な優位性向上を図

るなど，知的財産の取扱いや標準化に

向けた検討を戦略的に進めて行くこと

が必須である。研究開発の成果を死蔵・

休眠させることなく積極的に有効活用

し，国富を最大化する観点から，知的

財産・標準化の取組を強化していく」

と明確に位置づけています。

　さらに，2014年5月には，官民が連

携した標準化戦略のさらなる強化のた

め，経済産業省と主要産業界トップが

参画する「標準化官民戦略会議」を開

催し，「標準化官民戦略」をとりまと

めました。同戦略に沿って，官民の体

制整備や，世界に通用する認証基盤の

強化，アジア諸国との連携強化を進め

ることとしています。同戦略の概要は

以下のとおりです。

（標準化官民戦略の前文）

　標準化の戦略的な推進は，新しい技

術や優れた製品の速やかな普及を通じ

て，国民生活の向上や様々な課題の解

決に資するとともに，新市場の創造や

競争力の強化による我が国産業の発展

にも繋
つな

がるものであり，極めて重要で

ある。

　戦略的な標準化の推進のためには，

官民の適切な役割分担と省庁や産業分

野を越えた連携の下で，体制整備など

に取り組んで行く必要がある。
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図7　新市場創造型標準化制度

図8　企業における開発・標準・知財戦略の一
体的推進
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　また，国際標準化を我が国が主導し

ていくためには，人材の育成，国際的

な連携や認証との一体的推進について，

官民が協力して中長期的に取り組んで

行く必要がある。

　このような認識の下に，以下の具体

策を官民で緊密に連携して実行するこ

ととする。

（標準化官民戦略の大項目）

　本戦略は以下の柱立てで構成されて

います。

1.官民の体制整備

（1）新市場創造型の標準化制度の構築

（2）産業界における標準化戦略の強化

（3）中小企業の標準化及び認証の活動

に対する支援強化

（4）標準化人材の育成強化

2.世界に通用する認証基盤の強化

3.アジア諸国等との連携強化

4.本戦略のフォローアップ体制の構築

　具体的な取組の代表的なものは以下

のとおりです。

・複数の関係団体にまたがる融合技術

や，中小企業を含む少数の企業が保

有する先端技術に関する標準化を迅

速に進める制度を構築する（図7）

・企業において標準化戦略を事業戦略，

研究開発戦略及び知的財産戦略と一

体となって進めるため，最高標準化

責任者の設置等により体制を強化す

る（図8）

・国際標準化実務の遂行能力のみなら

ずグローバルに通用する交渉力及び

マネジメント力を兼ね備えた人材を

育成するための研修制度を拡充する

今後の課題
　ISO及びIECでは，個々の製品・技

術の標準化のみならず，市場構造その

もの（システム）の標準化が重要視さ

れる傾向になってきています。

Living）」についても，今後標準化が進

むと予想されますが，能動的であれ受

動的であれ，日本として対応をとるた

めには，まず産業戦略を含めた全体戦

略の策定が必要となってくると思われ

ます。これらの標準化に関しては，個々

の工業会だけで対応することは難しく，

したがって，工業会間，工業会を越え

た企業間の連携が必要となってくると

考えています。

　鉄道分野でも，これまでは車両，信

号保安，地上電力設備，軌道等，各

技術領域において標準化活動が進め

られてきましたが，今後はそれらを

統合した「鉄道システム」としての標

準化が進められることも考えられま

す。ISO/TC269（鉄道分野）とISO/

TC268（コミュニティーにおける持続

可能な開発）/SC1（スマート都市イン

フラ）でリエゾン関係が結ばれたこと

に象徴されるように，鉄道がスマート

シティの一構成要素として，標準化の

要素になり得ることも考えられます。

こういった標準化を通じて垣間見える

世界の動きに対応するため，今後とも，

関係業界の一層の協調・連携が必要に

なっていくと考えられます。

おわりに
　ここまで，標準化の役割とその重要

性の高まり，標準化戦略と知財戦略の

関係と，経済産業省における標準化活

動の戦略的な推進に係る取り組みにつ

いてご紹介をさせて頂きました。上記

にも示しましたように，鉄道は国際標

準化特定戦略分野の一つとして非常に

重要な分野であると考えております。

関係各位の引き続きのご理解とご協力

をお願い申し上げます。

　例えば，スマートグリッ

ド分野では，これまで，関係

業界団体・企業のアライアン

スを形成し，国際戦略を策定

しており，これに基づいて個

別の国際標準テーマに対応し

ているところです。また，ド

イツが提案している「スマー

トマニュファクチャリング

（Industry 4.0）」や「自立生活

支援（AAL：Active Assisted 


